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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成２０年法律第６３

号）第２７条の３の規定に基づき、国立研究開発法人科学技術振興機構令和元年

度特定公募型研究開発業務（創発的研究）に関する報告書に文部科学大臣の意見

を付して、報告するものである。 
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令和元年度特定公募型研究開発業務（創発的研究）について 

 

 

１．基金の概要 
国立研究開発法人科学技術振興機構（以下「機構」という。）は、第４期中長期目標

において、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成２０年法律第６

３号）第２７条の２第１項に規定する特定公募型研究開発業務として、特定の課題や短

期目標を設定せず、多様性と融合によって破壊的イノベーションにつながるシーズ創出

を目指す創発的研究を、その遂行にふさわしい適切な研究環境の形成とともに推進する

と定められたことを受け、令和２年３月２７日に、創発的研究推進基金補助金交付要綱

（令和２年３月１０日文部科学大臣決定）（資料１）に基づき５００億円が機構に交付

され、同日、国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成１４年１２月１３日法律第１

５８号）第１８条の３の規定及び国立研究開発法人科学技術振興機構創発的研究推進基

金設置規程（令和２年３月２３日 令和２年規程第５号）（資料２）に基づき、その全

額をもって基金が造成された。 

 

２．基金の管理体制等 
   特定公募型研究開発業務（創発的研究）（以下「業務」という。）を適切に執行するた

め、創発的研究支援事業推進準備室を設置し、体制・関係規程等の整備に着手し、令和

２年４月１日の創発的研究支援事業推進室の発足に向けて、業務に必要な準備を行っ

た。 

   基金の運用については、「創発的研究推進基金の運用取扱規則」（令和２年３月２３日 

令和２年規則第６号）（資料３）を制定し、安全性の確保を最優先に、流動性の確保及

び収益性の向上を原則とした取扱いを定め、それを効果的に実行するために、理事長を

委員長とする基金管理委員会、経理部及び創発的研究支援事業推進準備室による体制を

整備した。 
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３．業務に係る収入・支出及びその内訳（今後の見込みを含む） 
  （単位：百万円） 

 令和元年度 令和２年度（見込み） 

前年度末基金残高(a) － 49,999 

収入 

国からの資金交付額 50,000 60 

運用収入 － 1 

その他 － － 

合計(b) 50,000 61 

支出 

事業費 1 1,820 

管理費 － 1 

合計(c) － 1,821 

国庫返納額(d) － － 

当年度末基金残高(a+b-c-d) 49,999 48,240 

(うち国費相当額) (49,999) (48,240) 

 

４．研究事業の実施決定件数・実施決定額 
 令和元年度 

実施決定件数（単位：件） - 

実施決定額 （単位：百万円） - 

 

５．保有割合 
  基金の年度末残高については、全て次年度以降の業務に活用されることとなるた

め、令和元年度末時点での保有割合は「１」となる。 

 ＜保有割合の算定根拠＞ 

   （令和元年度末基金残高）÷（令和元年度以降業務に必要となる額） 

 

６．研究事業の目標に対する達成度 
既存の枠組みにとらわれない自由で挑戦的・融合的な多様な研究を、研究者が研究に

専念できる環境を確保しつつ長期的に支援することで、破壊的なイノベーションにつな

がるシーズの創出を目指すため、事業初年度となる令和元年度は、基金を設置し、体

制・関係規程等を整備するとともに、事業の効果的な運用のため、文部科学省等と協議

を行い、着実に事業運営を実施した。 
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Ⅱ. 参考資料 
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（資料１） 

 

令和２ 年３ 月１ ０ 日 

文 部 科 学 大 臣 決 定 

 

創発的研究推進基金補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 国立研究開発法人科学技術振興機構法（平成１４年法律第１５８号）第１８条の 

３第２項の規定に基づく補助金（以下単に「補助金」という。）の交付については、予 

算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法 

律（昭和３０年法律第１７９号）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 

施行令（昭和３０年政令第２５５号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところに 

よる。 

 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、国立研究開発法人科学技術振興機構（以下「機構」という。）に、 

特定の課題や短期目標を設定せず、多様性と融合によって破壊的イノベーションにつな 

がるシーズ創出を目指す創発的研究（以下「研究事業」という。）及びこれに附帯する 

業務を実施するための基金（以下単に「基金」という。）を造成し、当該基金を活用す 

ることを目的とする。 

 

（交付の対象） 

第３条 この補助金は、機構が基金の造成を行う事業（以下「事業」という。）に必要な 

経費を補助の対象とする。 

（交付額の算定方法） 

第４条 この補助金の交付額は、次の表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経 

費の支出予定額とを比較して少ない方の額とする。 

ただし、算出された交付額に１,０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り 

捨てるものとする。 

１ 基準額 ２ 対象経費 

当該年度予算額 機構の基金の造成に要する経費 

 

（交付の条件） 

第５条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

一 機構は、事業に係る運営及び管理に関する次の事項を公表しなければならない。 

イ 基金の名称 

ロ 基金の額 

ハ 上記ロのうち国費相当額 

ニ 研究事業の概要 

ホ 研究事業の目標 

ヘ 研究事業の採択に当たっての申請方法、申請期限、審査基準、審査体制 

二 事業内容の変更をする場合には、文部科学大臣（以下「大臣」という。）の承認を 

受けなければならない。 

三 事業を中止し、又は廃止する場合には、大臣の承認を受けなければならない。 

四 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速 

やかに大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 

五 基金により行う業務（以下単に「業務」という。）で不正な使用が明らかになった 

場合（不正な使用が行われた疑いのある場合も含む。）には、速やかに調査を実施し、 

その結果を大臣に報告するものとする。 



-10- 
 

六 事業により造成される基金は、国からの補助金を財源としているものであることに 

鑑み、その活用にあたっては、次に掲げる事項に対応しなければならない。 

イ 基金は、善良な管理者の注意をもって管理し、基金の目的に反して、基金を取り 

崩し、処分し、又は担保に供してはならない。 

ロ 基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、科学技術・イノベーション創 

出の活性化に関する法律（平成２０年法律第６３号。以下「科技イノベ活性化法」 

という。）第２７条の２第２項に基づき、基金に充てるものとする。 

ハ 基金の廃止後においても、機構が基金により研究事業に係る経費を配分した機関 

からの返還が生じた場合には、これを国庫に納付しなければならない。 

ニ 基金により行う業務の経理について、当該業務以外の経理と明確に区分し、その 

収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整 

理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を基金廃止後５年間保管しなければならない。 

ホ 機構は、科技イノベ活性化法第２７条の３第１項の規定に基づき、毎事業年度、 

次の事項を記載した当該業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後６か 

月以内に大臣に提出しなければならない。 

（１）基金の額（年度末残高及び国費相当額） 

（２）業務に係る収入・支出及びその内訳（今後の見込みを含む） 

（３）研究事業の実施決定件数・実施決定額 

（４）保有割合 

（５）保有割合の算定根拠 

（６）研究事業の目標に対する達成度 

ヘ 取崩し見込みがないなど基金の余剰額が明らかに見込まれる場合には、大臣は、 

基金の廃止前であっても当該余剰額を国庫に納付させることができる。 

ト 基金を廃止する場合には、廃止するときに保有する基金の残余額を大臣に報告 

し、その指示を受けて国庫に納付しなければならない。 

 

（交付申請手続） 

第６条 機構は、補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式１による交付申請書を 

大臣に提出しなければならない。 

 

（変更申請手続） 

第７条 機構は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付額の 

変更を行う場合には、速やかに別紙様式２による変更交付申請書を大臣に提出し、その 

承認を受けなければならない。 

 

（交付決定の通知） 

第８条 大臣は、前２条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、 

交付決定を行い、別紙様式３による交付決定通知書を機構に送付するものとする。 

２ 前２条の規定による申請書が到着してから交付の決定を行うまでに通常要すべき標

準的な期間は、３０日とする。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 機構は、前条の通知を受けた場合において、補助金の交付の決定の内容又はこれ 

に附された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の取下げをしようとするときは、大臣が別に定める期日までにその旨を記載した 

書面を提出しなければならない。 

 

（調査及び報告等） 

第 10 条 大臣は、事業の適正な執行を図る必要があると認めるときには、機構に対して報
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告を求めることができる。 

（実績報告） 

第 11 条 機構は、事業の完了又は事業の中止若しくは廃止の承認を受けた場合には、当該

事業が完了した日若しくは承認通知を受理した日から１か月を経過した日又は補助金 

の交付の決定をした会計年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに別紙様式 

４による実績報告書を大臣に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第 12 条 大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて 

調査を行い、その報告に係る事業の内容が交付決定の内容に適合すると認めたときは、 

交付すべき補助金の額を確定し、機構に通知する。 

２ 大臣は、機構に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える 

補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に納 

付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利 10.95％ 

の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（交付決定の取消等） 

第 13 条 大臣は、事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第８

条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

一 機構が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく大臣の処分又は指示に違反 

した場合 

二 機構が、補助金を第２条の目的以外の用途に使用した場合 

三 機構が、事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

四 交付決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなく 

なった場合 

２ 大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助 

金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるも 

のとする。 

３ 大臣は、第１項第１号から第３号までの理由により前項の返還を命ずる場合には、そ 

の命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利 10.95％の割合 

で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、前条第３項の規定 

を準用する。 

 

（補助金の経理） 

第 14 条 機構は、事業の経理について、事業以外の経理と明確に区分し、その収入及び支 

出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該 

帳簿及び証拠書類を基金廃止後５年間保管しなければならない。 

 

（その他） 

第 15 条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の取扱いに関し必要な事項は、その都 

度、大臣が定めるものとする。 

 

附 則 

この要綱は令和２年３月１０日から施行する。 
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（資料２） 

 

○国立研究開発法人科学技術振興機構創発的研究推進基金設置規程 

(令和 2年 3月 23 日令和 2年規程第 5号) 

(目的) 

第 1 条 この規程は、創発的研究推進基金(以下「基金」という。)の設置及び運用に関し必

要な事項を定めることを目的とする。 

(基金の設置) 

第 2 条 令和元年度一般会計補正予算(第 1号)により交付される補助金により、特定の課題

や短期目標を設定せず、多様性と融合によって破壊的なイノベーションにつながるシーズ

創出を目指す創発的研究及びこれに附帯する業務を実施するため、国立研究開発法人科学

技術振興機構に基金を設置する。 

(基金の業務) 

第 3 条 基金は、創発的研究推進基金補助金交付要綱(令和 2年 3月 10 日文部科学大臣決

定)第 2条に規定される研究事業及びこれに付帯する業務に充てるものとする。 

(基金の資金運用) 

第 4 条 基金は、独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 47 条に規定する金融機関

への預金その他安全な方法により運用するものとする。 

(委任) 

第 5 条 この規程に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、別に定める基金管

理委員会の議を経て理事長が別に定める。 

附 則 

この規程は、令和 2年 3月 27 日から施行する。 
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（資料３） 

○創発的研究推進基金の運用取扱規則 

(令和 2年 3月 23 日令和 2年規則第 6号) 

改正 令和 2年 3月 27 日令和 2年規則第 71 号

目次 

第 1章 総則(第 1条) 

第 2 章 基金の資金運用(第 2条－第 12条) 

第 3 章 基金管理委員会(第 13条－第 20条) 

附則 

 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この規則は、国立研究開発法人科学技術振興機構創発的研究推進基金設置規程(令

和 2年規程第 5号)第 4条に基づく創発的研究推進基金(以下「基金」という。)の運用に

関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

第 2章 基金の資金運用 

(資金運用の原則) 

第 2 条 基金の資金運用にあたっては、次の各号に留意しなければならない。 

(1) 安全性の確保を最優先とした資金運用に努めること。 

(2) 資金運用は事業の執行に支障のない範囲内で行うものとし、流動性の確保に努める

こと。 

(3) 収益性の向上に努めること。 

2 基金の資金運用に際しては、複数の金融機関の比較を行い、競争性の確保を図ることと

する。 

(資金運用方法) 

第 3 条 基金の資金運用に当たっては、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法

律(平成 20年法律第 63号)第 27 条の 2第 3項に規定する方法により行うものとする。 

2 支払時期が 1年を超えると見込まれる資金については、短期的な資金運用にこだわるこ

となく、業務の執行に支障のない範囲で中長期的な資金運用を行うことができるものとす

る。 

3 金融市場の競争原理を活用し、有利な条件の実現に努めることとする。 

(取引相手の選定) 

第 4 条 取引相手の選定方法については、複数の金融機関から引合書を徴収し、資金運用の

原則に従い、安全性に十分配慮した上で資金運用利回りが最も高い金融機関を選定するも

のとする。 

2 引合依頼先については、金融庁が指定する格付機関のうち、2社以上において長期債務

の評価が A以上である金融機関とする。 

3 引合に際しては、金融機関に対して資金運用しようとする額、資金運用期間等を提示す

るものとする。 

(債券の選定条件) 
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第 5条 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 47 条第 1号に規定する債券につい

ては、金融庁が指定する格付機関のうち、2社以上において長期債務の評価が A以上であ

る発行体の債券とする。 

(金融商品の満期保有) 

第 6 条 満期設定のある金融商品は、原則としてその満期到来日又は償還期限まで保有する

ものとする。 

(元本の保全) 

第 7 条 金融商品の資金運用期間中に、預貯金の預入先又は保有債券の発行体(以下「資金

運用先金融機関等」という。)が第 4条第 2項又は第 5条に規定する基準を下回った場合

には、専門家の意見を聴取しつつ、元本の保全について支障の有無を検討しなければなら

ない。 

2 前項の検討の結果、元本の保全に支障があると認められる場合には、金融機関及び預金

種別等の変更又は解約等により、速やかに元本の保全に努めなければならない。 

(資金運用責任者等) 

第 8 条 資金運用責任者は、理事長とする。 

2 資金運用業務は経理部長が行うものとし、この業務に係る事務は経理課長が行うものと

する。 

(基金の出納) 

第 9 条 基金の出納業務は、会計規程(平成 15 年規程第 13号)第 6 条第 2項に規定する収入

責任者及び同第 3項に規定する支出責任者の命令に基づき、会計規程第 6条第 4項に規定

する出納主任が行う。 

(資金運用先の監視・情報収集) 

第 10 条 経理課長は、資金運用先金融機関等の経営悪化の兆候を早期に察知するため、常

に監視を行うとともに、資金運用先金融機関等の経営状況等について、定期的に情報収集

を行うものとする。 

(事故の報告) 

第 11 条 基金の資金運用において事故が発生した場合は、経理部長は直ちに理事長及び経

理担当理事に報告しなければならない。 

(資金運用実績の報告) 

第 12 条 経理部長は、資金運用実績を定期的に、また必要に応じ、基金管理委員会に報告

するものとする。 

第 3章 基金管理委員会 

(設置) 

第 13 条 基金の管理運営に関し、必要な事項を審議するため、組織規程(平成 15年規程第

2号)第 6条に基づき、機構に基金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

(任務) 

第 14 条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) 基金の設置及び運用に係る諸規則に関する事項 

(2) 基金の取扱金融機関及び資金運用に関する事項 

(3) 基金の支出に関する重要事項 
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(4) その他基金の資金運用に関する必要事項 

(構成) 

第 15 条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。 

(1) 理事長 

(2) 総括担当理事、総務担当理事、経理担当理事、事業担当理事 

(3) 経営企画部長、総務部長、経理部長、戦略研究推進部創発的研究支援事業推進室長 

(委員長) 

第 16 条 委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。 

2 委員長は、委員会を主宰する。 

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行す

る。 

(委員会の開催) 

第 17 条 委員長は、委員会を開催する。 

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。 

3 前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めたときは、書面又は電子メール等により

委員会を開催することができる。ただし、重要な事項を審議する場合を除く。 

4 委員会において必要と認める場合には、委員長は、委員以外の専門的知識を有する者及

び役職員等に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

5 委員会の議事は出席(第 3項に基づき書面又は電子メール等により委員会を開催する場合

は、議事への参加表明をもって出席とみなす。)した委員の過半数をもって決し、可否同

数の時は、委員長の決するところによる。 

(監事の出席) 

第 18 条 監事は、委員会に出席し、意見を述べることができる。 

(事務局) 

第 19 条 委員会の事務は、戦略研究推進部創発的研究支援事業推進室が担当する。 

(その他) 

第 20 条 この規則に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員会においてそ

れぞれ定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、令和 2年 3月 27 日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行日前に設置した基金管理委員会においては、この規則第 13 条に基づいて

設置されたものとみなす。 

3 この規則の施行日前に選任した基金管理委員会委員長及び委員 (以下「委員等」とす

る。)は、この規則第 15条及び第 16 条第 1項に基づいて選任されたものとみなす。 

4 この規則の施行日前にした委員等の審議その他の権限の行使は、当該権限の行使がされ

た日に、この規則の相当規定に基づいてした権限の行使とみなす。 
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附 則(令和 2年 3月 27 日令和 2年規則第 71 号) 

この規則は、令和 2年 4月 1日から施行する。 
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（資料４） 
 

○業務方法書（文部科学大臣認可 平成 15年 10 月１日） 

(特定公募型研究開発業務) 

第 47 条 機構は、国から交付される補助金により設けられた基金により、科学技術・イノ

ベーション創出の活性化に関する法律(平成 20 年法律第 63号)第 27 条の 2第 1項に規定

する特定公募型研究開発業務を行うものとする。 

２ 業務の実施に必要な事項については、別に定めるところによる。 

 

○国立研究開発法人科学技術振興機構が達成すべき業務運営に関する目標（中長期目標）

（文部科学大臣決定 平成 29年 2月 28 日） 

２．７．創発的研究の推進 

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成 20年法律第 63 号）第 27 条

の 2第 1項に基づき、国から交付される補助金により基金を設け、同項に規定する特定公

募型研究開発業務として、特定の課題や短期目標を設定せず、多様性と融合によって破壊

的イノベーションにつながるシーズ創出を目指す創発的研究を、その遂行にふさわしい適

切な研究環境の形成とともに推進する。その推進においては、ステージゲート期間を設

け、研究機関による研究環境整備等の支援や、研究者の取組状況を評価し、研究等の継

続・拡充・中止などを決定する。 
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国立研究開発法人科学技術振興機構 
令和元年度特定公募型研究開発業務 
（創発的研究）に関する報告書に付する 
文部科学大臣の意見 
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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成２０年法律第６３号）第２

７条の３第２項の規定に基づき、国立研究開発法人科学技術振興機構令和元年度特定公

募型研究開発業務（創発的研究）に関する報告書に付する文部科学大臣の意見は次のと

おりである。 

 

令和２年 
 

 

 

 

文 部 科 学 大 臣 
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令和元年度特定公募型研究開発業務（創発的研究）に関する報告

書に付する文部科学大臣の意見 

 

 

令和元年度特定公募型研究開発業務（創発的研究）については、以下の点か

ら、透明性・公正性に十分留意したものであり、適正であったと認められる。 

 

１. 国立研究開発法人科学技術振興機構において、事業初年度となる令和元年度

は、基金を設置し、運営体制・関係規程等を整備するとともに、事業の効果的

な運用のため、文部科学省等と協議を行い、着実に事業運営を実施した。 

 

２. 基金の管理について、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

（平成２０年法律第６３号）第２７条の２第３項の規定に基づき、安全性の確

保を最優先に、収益性の向上にも配慮した適切な運用を図るとともに、挑戦的

な研究を採択するために事業の詳細な制度設計及び運営体制を整えることが

必要である。 
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